
労働者派遣事業適正運営協力員をご存じですか 

 厚生労働大臣は、労働者派遣事業の適正な運営及び派遣就業の確保に関する施策に協力して、

派遣元・派遣先、派遣労働者等の相談に応じ、専門的な助言を行うことを目的として、下記の労

働者派遣事業適正運営協力員を委嘱しております。お気軽にご相談下さい。 

労働者代表                              平成30年4月1日現在 

No. 氏   名 勤 務 先 等 住 所 連 絡 先 

１ 伊藤 利花 
仙台市青葉区二日町７－２３   

自治労宮城県本部 中央執行委員長 
℡022-222-6814 

２ 加島 勇悦 
仙台市青葉区一番町２－８－１  

情報労連宮城県協議会 議長             
℡022-214-5166 

３ 阿部 康志 
仙台市青葉区中央４－６－１ 住友生命仙台中央ビル 

東北電力労働組合 宮城県東北電力総連合会 会長 
℡022-224-2449 

４ 大泉 享男 
仙台市青葉区北目町１－７    

日本郵政グループ労働組合 宮城連絡協議会 議長 
℡022-227-8660 

５ 大黒 雅弘 
仙台市青葉区本町２－１２－７  ハーネル仙台７階 

日本労働組合総連合会 宮城県連合会 事務局長 
℡022-263-9762 

６ 富永 信明 
仙台市青葉区本町２―１２－７ ハーネル仙台７階   

ＵAゼンセン 宮城県支部 支部長 
℡022-222-7381 

７ 佐々木弘昭 
仙台市青葉区本町２－６－１４ ＮＥＵビル２階 

全日本運輸産業労働組合連合会 宮城県連合会 執行委員長 
℡022-222-8743 

８ 佐々木郁男 
仙台市青葉区本町２―１２－７ ハーネル仙台８階       

全カメイ労働組合連合会 中央執行委員長 
℡022-223-5433 

９ 皆本 起良 
仙台市宮城野区榴岡１－４－３  

東日本旅客鉄道労働組合 仙台地方本部 執行委員長 
℡022-297-0155 

使用者代表 

10 瀬尾   修 
仙台市青葉区一番町２－１－１          

㈱仙台銀行 総務部長 
℡022-225-8241 

11 佐藤 一男 
仙台市青葉区一番町２－２－１３           

仙建工業㈱ 総務部長 
℡022-225-8511 

12 晴佐久 祐悦 
大崎市古川東町５－４６ 

古川商工会議所 専務理事 
℡0229-24-0055 

13 大槻 裕喜 
柴田郡柴田町大字船岡字上大原３１－１            

㈲大槻板金工業 （柴田町商工会会長） 
℡0224-54-1654 

14 鈴木  昇 
仙台市若林区卸町東５－３－２８             

鈴木工業㈱代表取締役会長（宮城県中小企業団体中央会副会長） 
℡022-288-9201 

15 渡邉  明 
仙台市青葉区中央２－９－１０ セントレ東北１０階            

一般社団法人宮城県経営者協会 専務理事 
℡022-222-4023 

16 及川 公一 
仙台市青葉区上杉１－１４－２         

宮城県中小企業団体中央会 専務理事 
℡022-222-5560 

17 高橋 武徳 
石巻市立町一丁目５－１７             

石巻商工会議所 専務理事 
℡0225-22-0145 

18 今野 秀俊 
登米市米山町中津山刈敷４６３           

㈲今野商店 代表取締役（登米みなみ商工会会長） 
℡0220-55-4511 

 
＊任期（NO 6~9・NO 15~18 H29.4.1～H31.3.31） （NO 1~5・NO 10~14 H28.4.1～H30.3.31） 

※労働者派遣事業適正運営協力員制度についてのお問合せは、「宮城労働局職業安定部需給調整事業課」へ。 

 仙台市宮城野区鉄砲町１番地 仙台第４合同庁舎１階 電話０２２－２９２－６０７１ 

 



労働者派遣事業適正運営協力員制度について 

 

労働者派遣事業適正運営協力員制度は、労働者派遣事業の適正な運営及び適正

な派遣就業の確保に関する施策に協力して、派遣元事業主・派遣先・派遣労働者

等の相談に応じて、専門的な助言を行うこと等を目的とする制度です。 

 

◎  労働者派遣法の施行に当たっては、行政機関による違法行為の防止、摘発

に加え、民間の自主的な活動によって労働者派遣事業の適正な運営及び派遣

労働者の保護を図っていくことが必要不可欠です。このため、行政機関によ

る違法行為の防止、摘発を補完するものとして、派遣先、派遣労働者等に対

する相談援助等を行う労働者派遣事業適正運営協力員を民間から選任するこ

ととしております。 

 

◎  厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、労働者派遣事業の運営及び適

正な派遣就業について専門的な知識経験を有する者のうちから、労働者派遣

事業適正運営協力員を委嘱することができることとなっております。委嘱さ

れた労働者派遣事業適正運営協力員は、労働者派遣事業の適正な運営及び派

遣就業の確保に関する施策に協力して、派遣元事業主・派遣先・派遣労働者

等の相談に応じ、専門的な助言を行います。 

 


